
JP 6048109 B2 2016.12.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の体液中の特定成分の濃度を測定するために、測定装置本体に装着されるととも
に、上記体液が付着される生体成分測定用の試験片であって、
　基板を備え、
　上記基板上に、
　互いに離間して一方向に延在する作用極と対極との対と、
　上記一方向に関して一方の端部の側で上記作用極と上記対極との間にまたがって形成さ
れ、被験者の体液によって電気化学反応を起こして電気特性の変化を生ずるセンサ部と、
　上記一方向に関して両方の端部の間で、かつ上記作用極と対極との対の間の領域に形成
され、この試験片の感度を含む属性情報を表す電気抵抗をもつ抵抗部と、
　上記抵抗部の両端につながる配線の対と
を備え、
　上記作用極と対極との対と、上記配線の対とがそれぞれ、上記一方向に関して上記一方
の端部と反対の他方の端部の側で上記測定装置本体に設けられた接点に接触すべき第１対
の電極端子、第２対の電極端子を含み、
　上記抵抗部は、
　それぞれ或る抵抗率をもち互いに離間して設けられた複数の細長パターンを有し、各細
長パターンの端部は別の細長パターンの端部と接近しており、
　上記細長パターンの接近した端部同士の上に重なって設けられ、それらの端部同士を導
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通させる実質的に円形の円形パターンを有し、
　上記基板上に、さらに実質的に平板状のスペーサと、平坦なカバーとが設けられ、
　上記基板上で上記センサ部に接する体液の量を規定するように、上記一方向に関して上
記一方の端部の側で、上記スペーサが上記センサ部の両側に互いに対向する側壁を形成す
るとともに、上記カバーが上記スペーサの上記互いに対向する側壁の間にまたがって上記
センサ部を覆い、
　上記一方向に関して上記他方の端部の側で、上記第１対、第２対の電極端子が上記スペ
ーサおよび上記カバーから露出し、
　上記スペーサおよび上記カバーは、上記一方向に関して上記両方の端部の間の上記抵抗
部に対応する領域に、上記抵抗部を露出させる開口を有する試験片。
【請求項２】
　請求項１に記載の試験片において、
　上記細長パターンのうち上記端部以外の有効部分を覆うとともに上記円形パターンの境
界を定める円形の貫通孔を有する絶縁層を備えたことを特徴とする試験片。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の試験片において、
　上記抵抗部の上記円形パターンは、ポッティング法により形成されて上記基板に対して
反対の側に凸に湾曲した表面を有していることを特徴とする試験片。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか一つに記載の試験片において、
　上記複数の細長パターンの上記端部以外の有効部分の長さと断面積が同一であることを
特徴とする試験片。
【請求項５】
　請求項１から４までのいずれか一つに記載の試験片において、
　上記複数の細長パターンは実質的に正方格子の各辺をなすように配列され、
　上記正方格子の格子点では、上記細長パターンの接近した端部同士の間に隙間があるこ
とを特徴とする試験片。
【請求項６】
　請求項５に記載の試験片において、
　上記細長パターンの接近した端部同士の上記隙間は、上記細長パターンの長手方向に対
して交差する幅方向に関して一定寸法の隙間であることを特徴とする試験片。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の試験片において、
　上記複数の細長パターンの配列は、上記基板の長手方向に沿って１列に並ぶ複数の辺を
なし、かつ、その１列の両側に、それぞれ対応する上記辺を含んで上記長手方向に沿って
交互に１つずつ並ぶ単位格子をなし、
　上記１列に並ぶ辺の全体としての両端が上記配線の対に導通されていることを特徴とす
る試験片。
【請求項８】
　請求項７に記載の試験片において、
　上記複数の細長パターンの配列は、各々の上記単位格子の上記１列に並ぶ辺とは反対の
側に接して、もう１つの単位格子を有することを特徴とする試験片。
【請求項９】
　請求項１から８までのいずれか一つに記載の試験片において、
　上記第１対の電極端子の一方と上記第２対の電極端子の一方とが共通に構成されている
ことを特徴とする試験片。
【請求項１０】
　請求項１に記載の試験片を製造する試験片の製造方法であって、
　上記基板上に、上記作用極と上記対極との対と、上記配線の対とを形成し、
　上記基板上に、スクリーン印刷法によって上記抵抗部の上記細長パターンを形成し、
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　上記作用極と上記対極との間にまたがって上記センサ部を形成した後、
　上記基板上に、上記スペーサと上記カバーとをこの順に設け、これにより、上記基板上
で上記センサ部に接する体液の量を規定するように、上記一方向に関して上記一方の端部
の側で、上記スペーサが上記センサ部の両側に互いに対向する側壁を形成するとともに、
上記カバーが上記スペーサの上記互いに対向する側壁の間にまたがって上記センサ部を覆
い、上記一方向に関して上記他方の端部の側で、上記第１対、第２対の電極端子が上記ス
ペーサおよび上記カバーから露出し、かつ、上記一方向に関して上記両方の端部の間の領
域で、上記スペーサおよび上記カバーの上記開口を通して上記抵抗部が露出し、
　上記センサ部を動作させて、この試験片の感度を含む属性情報として上記抵抗部がもつ
べき電気抵抗を求め、
　上記抵抗部が全体として上記求められた電気抵抗をもつように上記細長パターンの接近
した端部同士を選択して、ポッティング法により、その選択された上記端部同士の上に重
ねて上記円形パターンを形成する試験片の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の試験片の製造方法において、
　上記抵抗部の上記細長パターンを形成した後、上記センサ部を形成する前に、上記細長
パターンのうち上記端部以外の有効部分を覆うとともに上記円形パターンの境界を定める
円形の貫通孔を有する絶縁層を形成することを特徴とする試験片の製造方法。
【請求項１２】
　被験者の体液中の特定成分の濃度を測定するために、測定装置本体に装着されるととも
に、上記体液が付着される生体成分測定用の試験片であって、
　基板を備え、
　上記基板上に、
　互いに離間して延在する作用極と対極との対と、
　上記作用極と上記対極との間にまたがって形成され、被験者の体液によって電気化学反
応を起こして電気特性の変化を生ずるセンサ部と、
　この試験片の感度を含む属性情報を表す電気抵抗をもつ抵抗部と、
　上記抵抗部の両端につながる配線の対と
を備え、
　上記作用極と対極との対と、上記配線の対とがそれぞれ上記測定装置本体に設けられた
接点に接触すべき第１対の電極端子、第２対の電極端子を含み、
　上記抵抗部は、
　それぞれ或る抵抗率をもち互いに離間して設けられた複数の細長パターンを有し、各細
長パターンの端部は別の細長パターンの端部と接近しており、
　上記細長パターンの接近した端部同士の上に重なって設けられ、それらの端部同士を導
通させる実質的に円形の円形パターンを有し、
　上記細長パターンのうち上記端部以外の有効部分を覆うとともに上記円形パターンの境
界を定める円形の貫通孔を有する絶縁層を備えた試験片。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の試験片において、
　上記基板上で上記センサ部に接する体液の量を規定するように、上記基板上に、互いに
対向する側壁を形成するスペーサと、上記スペーサの上記互いに対向する側壁の間にまた
がって上記センサ部を覆う平坦なカバーとが設けられる一方、
　上記基板上で上記第１対、第２対の電極端子および上記抵抗部が上記スペーサおよび上
記カバーから露出している試験片。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の試験片において、
　上記抵抗部の上記円形パターンは、ポッティング法により形成されて上記基板に対して
反対の側に凸に湾曲した表面を有していることを特徴とする試験片。
【請求項１５】
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　請求項１２から１４までのいずれか一つに記載の試験片において、
　上記複数の細長パターンの上記端部以外の有効部分の長さと断面積が同一であることを
特徴とする試験片。
【請求項１６】
　請求項１２から１５までのいずれか一つに記載の試験片において、
　上記複数の細長パターンは実質的に正方格子の各辺をなすように配列され、
　上記正方格子の格子点では、上記細長パターンの接近した端部同士の間に隙間があるこ
とを特徴とする試験片。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の試験片において、
　上記細長パターンの接近した端部同士の上記隙間は、上記細長パターンの長手方向に対
して交差する幅方向に関して一定寸法の隙間であることを特徴とする試験片。
【請求項１８】
　請求項１６または１７に記載の試験片において、
　上記複数の細長パターンの配列は、上記基板の長手方向に沿って１列に並ぶ複数の辺を
なし、かつ、その１列の両側に、それぞれ対応する上記辺を含んで上記長手方向に沿って
交互に１つずつ並ぶ単位格子をなし、
　上記１列に並ぶ辺の全体としての両端が上記配線の対に導通されていることを特徴とす
る試験片。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の試験片において、
　上記複数の細長パターンの配列は、各々の上記単位格子の上記１列に並ぶ辺とは反対の
側に接して、もう１つの単位格子を有することを特徴とする試験片。
【請求項２０】
　請求項１２から１９までのいずれか一つに記載の試験片において、
　上記第１対の電極端子の一方と上記第２対の電極端子の一方とが共通に構成されている
ことを特徴とする試験片。
【請求項２１】
　請求項１２に記載の試験片を製造する試験片の製造方法であって、
　上記基板上に、上記作用極と上記対極との対と、上記配線の対とを形成し、
　上記基板上に、スクリーン印刷法によって、上記抵抗部の上記細長パターンと、上記細
長パターンのうち上記端部以外の有効部分を覆うとともに上記円形の貫通孔を有する上記
絶縁層とを、この順に形成し、
　上記作用極と上記対極との間にまたがって上記センサ部を形成した後、
　上記センサ部を動作させて、この試験片の感度を含む属性情報として上記抵抗部がもつ
べき電気抵抗を求め、
　上記抵抗部が全体として上記求められた電気抵抗をもつように上記細長パターンの接近
した端部同士を選択して、ポッティング法により、その選択された上記端部同士の上に重
ねて、上記絶縁層の上記円形の貫通孔を境界として上記円形パターンを形成する試験片の
製造方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の試験片の製造方法において、
　上記センサ部を形成した後、上記抵抗部がもつべき電気抵抗を求める前に、
　上記基板上で上記センサ部に接する体液の量を規定するように、上記基板上に、互いに
対向する側壁を形成するスペーサと、上記スペーサの上記互いに対向する側壁の間にまた
がって上記センサ部を覆う平坦なカバーとを設ける一方、
　上記基板上で上記第１対、第２対の電極端子および上記抵抗部を上記スペーサおよび上
記カバーから露出させることを特徴とする試験片の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、生体成分測定用の試験片に関し、より詳しくは、被験者の体液中の特定成
分の濃度を測定するために体液が付着される試験片に関する。
【０００２】
　また、この発明は、そのような試験片を製造する試験片の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来、この種の生体成分測定用の試験片としては、例えば特許文献１（特許第４２６４
４７８号公報）に開示されたものがある。同文献の試験片（バイオセンサ）は、長矩形状
の基板と、上記基板の上面で、互いに離間して上記基板の長手方向に沿って延在する作用
極および対極と、上記基板の一方の端部において上記作用極と上記対極との間を橋渡すよ
うにして形成された試薬部と、上記基板の上記一方の端部から上記試薬部までの流路を形
成するように上記基板上に設けられたスペーサおよびカバーを備えている。さらに、上記
基板の上面で上記作用極と上記対極との間に、上記試験片の属性情報（例えば感度や測定
項目に適合する検量線を選択するための情報）を出力する属性情報出力部が設けられてい
る。上記基板の他方の端部では、上記作用極、上記対極が、それぞれ測定装置本体（濃度
測定装置）の接点（端子部）に接触すべき電極端子を有するとともに、上記属性情報出力
部が上記属性情報を出力するための複数のリード部が配置されている。
【０００４】
　上記属性情報出力部は、断線候補部位を設定し、その断線候補部位を例えばドリルなど
を用いた機械加工の他、レーザ加工やエッチング処理により断線させて、その抵抗値を可
変することによって形成されている。
【０００５】
　測定時には、被験者の体液が上記試験片（基板）の上記一方の端部に付着されるととも
に、上記基板の上記他方の端部（上記作用極、上記対極のそれぞれの電極端子）が測定装
置本体に設けられた接点に接触される。
【０００６】
　上記基板の上記一方の端部に付着された体液は、毛細管現象により上記流路を通して上
記試薬部に達して、電気化学反応により上記作用極と上記対極との間の電気特性を変化さ
せる。測定装置本体は、上記基板上の上記作用極、上記対極を介して、電圧印加による上
記試薬部の応答電流値を測定するとともに、上記複数のリード部を介して、上記属性情報
出力部から上記属性情報を取得する。測定装置本体は、上記応答電流値と、上記属性情報
に基づいて選択された検量線とに基づいて、上記体液中の特定成分の濃度の演算を行う。
【０００７】
　これにより、試験片の感度にバラツキがあったとしても、不正確な濃度測定を防止する
ようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４２６４４７８号公報
【特許文献２】特許第４８４５９５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記試験片では、上記属性情報出力部を、ドリルなどを用いた機械加工
、レーザ加工やエッチング処理により断線させて形成しているため、
ｉ）　機械加工、レーザ加工やエッチング処理のための設備費が高く、その結果、試験片
の製造コストが高くつく、
ii）　特に機械加工、レーザ加工を行う場合は、断線候補部位を削ることにより削り滓が
発生し、それが試験片に再付着して試験片が汚れる、また、加工の際に発生する熱によっ
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て試薬部（センサ部）の特性が影響を受ける、などの品質が損なわれる、
という問題がある。
【００１０】
　なお、特許文献２（特許第４８４５９５８号公報）には、印刷用パターンを変更するこ
とで較正用の抵抗値を可変して設定する技術が開示されている。しかしながら、この技術
では、印刷用パターンに応じて複数種類の印刷用の版を用意しなければならず、その結果
、試験片の製造コストが高くつくという問題がある。
【００１１】
　そこで、この発明の課題は、被験者の体液中の特定成分の濃度を測定するために体液が
付着される生体成分測定用の試験片であって、安価に、かつ高品質に製造可能なものを提
供することにある。
【００１２】
　また、この発明の課題は、被験者の体液中の特定成分の濃度を測定するために体液が付
着される生体成分測定用の試験片を、安価に、かつ高品質に製造できる製造方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するため、第１の局面では、この発明の試験片は、
　被験者の体液中の特定成分の濃度を測定するために、測定装置本体に装着されるととも
に、上記体液が付着される生体成分測定用の試験片であって、
　基板を備え、
　上記基板上に、
　互いに離間して一方向に延在する作用極と対極との対と、
　上記一方向に関して一方の端部の側で上記作用極と上記対極との間にまたがって形成さ
れ、被験者の体液によって電気化学反応を起こして電気特性の変化を生ずるセンサ部と、
　上記一方向に関して両方の端部の間で、かつ上記作用極と対極との対の間の領域に形成
され、この試験片の感度を含む属性情報を表す電気抵抗をもつ抵抗部と、
　上記抵抗部の両端につながる配線の対と
を備え、
　上記作用極と対極との対と、上記配線の対とがそれぞれ、上記一方向に関して上記一方
の端部と反対の他方の端部の側で上記測定装置本体に設けられた接点に接触すべき第１対
の電極端子、第２対の電極端子を含み、
　上記抵抗部は、
　それぞれ或る抵抗率をもち互いに離間して設けられた複数の細長パターンを有し、各細
長パターンの端部は別の細長パターンの端部と接近しており、
　上記細長パターンの接近した端部同士の上に重なって設けられ、それらの端部同士を導
通させる実質的に円形の円形パターンを有し、
　上記基板上に、さらに実質的に平板状のスペーサと、平坦なカバーとが設けられ、
　上記基板上で上記センサ部に接する体液の量を規定するように、上記一方向に関して上
記一方の端部の側で、上記スペーサが上記センサ部の両側に互いに対向する側壁を形成す
るとともに、上記カバーが上記スペーサの上記互いに対向する側壁の間にまたがって上記
センサ部を覆い、
　上記一方向に関して上記他方の端部の側で、上記第１対、第２対の電極端子が上記スペ
ーサおよび上記カバーから露出し、
　上記スペーサおよび上記カバーは、上記一方向に関して上記両方の端部の間の上記抵抗
部に対応する領域に、上記抵抗部を露出させる開口を有する。
【００１４】
　本明細書で、被験者の体液中の特定成分とは、例えば血糖（グルコース）、コレステロ
ール、乳酸などを指す。
【００１５】
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　また、測定装置本体の「接点」とは、「接点」、「端子」、「電極」、「電極端子」な
どの名称を問わず、試験片の電極端子と接触して導通する部材を広く指す。
【００１６】
　上記センサ部の「電気特性の変化」とは、起電流を生ずることや、電気抵抗が無限大か
ら有限値になることなどを含む。
【００１７】
　また、試験片の「属性情報」とは、例えば、上記試験片のセンサ部の感度（例えば、上
記体液中の特定成分の濃度と上記センサ部が生ずる起電流との対応関係）を表す情報や、
測定すべき成分に適合する検量線を選択するための情報などを含むことができる。
【００１８】
　また、上記細長パターンの「端部」とは長手方向の端部を意味する。また、上記細長パ
ターンの端部同士が「接近」しているとは、細長パターンの端部以外の部分（これを「有
効部分」と呼ぶ。）に比して、端部同士が接近していることを意味する。
【００１９】
　また、上記円形パターンが「実質的に円形」であるとは、真の円形だけでなく、例えば
製造バラツキなどにより楕円形になっているものも含むことを意味する。
【００２０】
　この発明の試験片では、この試験片の感度を含む属性情報を表すように上記抵抗部全体
としての電気抵抗が可変して設定される場合であっても、製造段階で、上記抵抗部の上記
複数の細長パターンは、例えば上記センサ部が形成される前に、例えばスクリーン印刷法
などによって１つの印刷用の版を用いて一律に形成され得る。つまり、印刷用の版を変え
る必要はない。また、上記抵抗部の上記円形パターンは、上記センサ部が形成されて上記
抵抗部がもつべき電気抵抗（属性情報）が求められた後に、例えばポッティング法により
、導電物を滴下し乾燥させることによって形成され得る。このとき、上記細長パターンの
接近した端部同士を選択することによって、上記抵抗部が全体として上記求められた電気
抵抗を示す（属性情報を表す）ように、上記抵抗部の電気抵抗が可変して設定される。
【００２１】
　そのようにした場合、高価な設備を要しないし、また、複数種類の印刷用の版を用意す
る必要がない。したがって、この試験片の製造コストが安価に抑えられる。また、上記セ
ンサ部が形成された後に、試験片が削り滓によって汚れたり、また、加工の際に発生する
熱によってセンサ部の特性が影響を受けたりすることがない。したがって、この試験片は
高品質に製造される。
【００２２】
　なお、この試験片を用いて被験者の体液中の特定成分の濃度を測定する場合、上記第２
対の電極端子を含む上記配線の対を通して上記抵抗部の電気抵抗が測定される。これによ
り、この試験片の感度を含む属性情報が取得される。一方、上記センサ部に被験者の体液
が付着されると、上記第１対の電極端子を含む上記作用極と上記対極との対を通して上記
センサ部の電気特性が測定される。上記測定された上記センサ部の電気特性と上記属性情
報とに基づいて、上記体液中の特定成分の濃度が求められる。
【００２４】
　また、この試験片では、上記スペーサと上記カバーとによって、上記基板上で上記セン
サ部に接する体液の量が規定される。したがって、正確な濃度測定を行うことができる。
一方、上記基板上で上記第１対、第２対の電極端子および上記抵抗部が上記スペーサおよ
び上記カバーから露出している。特に、上記抵抗部は、上記スペーサおよび上記カバーの
上記開口を通して露出している。したがって、製造段階で、上記基板上に上記スペーサと
上記カバーとが設けられて上記試験片の電気特性が定まった後に、上記センサ部の感度に
応じて上記抵抗部の電気抵抗を調節して設定することが容易になる。したがって、上記抵
抗部の電気抵抗は、この試験片の属性情報、特に上記センサ部の感度を正確に表すことが
可能になる。
【００２５】
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　一実施形態の試験片では、上記細長パターンのうち上記端部以外の有効部分を覆うとと
もに上記円形パターンの境界を定める円形の貫通孔を有する絶縁層を備えたことを特徴と
する。
【００２６】
　この一実施形態の試験片では、上記絶縁層によって、上記細長パターンのうち上記端部
以外の有効部分が覆われている。したがって、上記細長パターンの有効部分の電気抵抗が
上記抵抗部全体としての電気抵抗に対して確実に寄与する。また、製造段階で、上記絶縁
層の円形の貫通孔によって上記円形パターンの境界が定められて、上記円形パターンの形
状が精度良く形成される。これらの結果、上記抵抗部全体としての電気抵抗の精度が高ま
る。したがって、この試験片はさらに高品質に製造される。
【００２７】
　一実施形態の試験片では、上記抵抗部の上記円形パターンは、ポッティング法により形
成されて上記基板に対して反対の側に凸に湾曲した表面を有していることを特徴とする。
【００２８】
　この一実施形態の試験片では、上記抵抗部の上記円形パターンは、上記基板に対して反
対の側に凸に湾曲した表面を有しているので、容易に厚みが確保される。したがって、上
記円形パターンを一般的な導電性材料で構成すれば、上記細長パターンの接近した端部同
士を、実質的に短絡させることができる。この結果、上記抵抗部全体としての電気抵抗に
対して寄与するのは、実質的に上記細長パターンの有効部分の電気抵抗のみとなる。した
がって、上記抵抗部全体としての電気抵抗の精度が高まる。したがって、この試験片はさ
らに高品質に製造される。
【００２９】
　一実施形態の試験片では、上記複数の細長パターンの上記端部以外の有効部分の長さと
断面積が同一であることを特徴とする。
【００３０】
　本明細書で、上記細長パターンの有効部分の「長さ」とは、長手方向の寸法を意味する
。また、上記細長パターンの有効部分の「断面積」とは、長手方向に垂直な断面の面積を
意味する。
【００３１】
　この一実施形態の試験片では、上記複数の細長パターンの上記端部以外の有効部分の長
さと断面積が同一であるから、上記複数の細長パターンが同一の電気抵抗をもつ。したが
って、上記抵抗部全体としての電気抵抗は、同一の電気抵抗（これを「単位抵抗」と呼ぶ
。）の直列または並列の組合せによって構成される。この結果、製造段階で、上記抵抗部
が全体として上記属性情報を表すように上記抵抗部の電気抵抗を可変して設定する際に、
上記細長パターンの接近した端部同士を容易に選択することができる。
【００３２】
　一実施形態の試験片では、
　上記複数の細長パターンは実質的に正方格子の各辺をなすように配列され、
　上記正方格子の格子点では、上記細長パターンの接近した端部同士の間に隙間があるこ
とを特徴とする。
【００３３】
　本明細書で、「格子点」とは、面積をもたない厳密な点ではなく、上記細長パターン同
士がそれぞれ幅（長手方向に対して垂直な方向の寸法）を有して交差する領域を指す概念
である。
【００３４】
　この一実施形態の試験片では、上記複数の細長パターンは実質的に正方格子の各辺をな
すように配列されているので、上記細長パターンのレイアウトが容易に行われる。例えば
スクリーン印刷法のために印刷用の版を作製するとき、その設計が容易に行われる。
【００３５】
　一実施形態の試験片では、上記細長パターンの接近した端部同士の上記隙間は、上記細
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長パターンの長手方向に対して交差する幅方向に関して一定寸法の隙間であることを特徴
とする。
【００３６】
　この一実施形態の試験片では、上記細長パターンの接近した端部同士の上記隙間は、上
記細長パターンの長手方向に対して交差する幅方向に関して一定寸法の隙間である。した
がって、製造段階で、上記細長パターンの接近した端部同士（以下、適宜「格子点」と呼
ぶ。）の上に重ねて上記円形パターンを形成する際に、上記一定寸法の隙間に合わせて、
上記円形パターン（および／または円形の貫通孔）の寸法を比較的小さくすることができ
る。例えばポッティング法により上記円形パターンを形成する際に、上記円形パターンを
なす導電物の滴下量を比較的少なく設定できる。この結果、上記円形パターンの形状が精
度良く形成される。したがって、この試験片はさらに高品質に製造される。
【００３７】
　一実施形態の試験片では、
　上記複数の細長パターンの配列は、上記基板の長手方向に沿って１列に並ぶ複数の辺を
なし、かつ、その１列の両側に、それぞれ対応する上記辺を含んで上記長手方向に沿って
交互に１つずつ並ぶ単位格子をなし、
　上記１列に並ぶ辺の全体としての両端が上記配線の対に導通されていることを特徴とす
る。
【００３８】
　この一実施形態の試験片では、製造段階で、上記抵抗部が全体として上記属性情報を表
すように上記抵抗部の電気抵抗を可変して設定する際に、上記細長パターンの接近した端
部同士を容易に選択することができる。
【００３９】
　例えば、上記抵抗部の電気抵抗は次のようにして可変して設定される。
【００４０】
　まず、上記抵抗部全体として比較的大きい抵抗値を得るために、上記１列に並ぶ辺上に
ある格子点を全て選択して上記円形パターンによって導通させる。例えば上記１列に並ぶ
辺の数をｍ（ただし、ｍは２以上の自然数とする。）とし、１辺の細長パターンの有効部
分がもつ単位抵抗をＲａとすれば、上記抵抗部全体としての抵抗値はｍ×Ｒａとなる。
【００４１】
　さらに、上記１列に含まれた１つの辺の片側にある単位格子を導通させれば、すなわち
、その単位格子の上記１つの辺から離れた２箇所のコーナ部でそれぞれ格子点を導通させ
れば、その単位格子による寄与は、

となる。したがって、上記抵抗部全体としての抵抗値は（ｍ－１／４）Ｒａとなる。
【００４２】
　さらに、上記１列に含まれたｉ個（ただし、０≦ｉ≦ｍの整数とする。）の辺の片側（
または他側）にある単位格子を導通させれば、上記抵抗部全体としての抵抗値は（ｍ－ｉ
／４）Ｒａとなる。
【００４３】
　その場合、上記抵抗部の電気抵抗として、（ｍ＋１）個の値が、０．２５Ｒａ刻みで段
階的に可変して設定され得る。この際、上記抵抗部が全体として上記属性情報を表すよう
にするためには、上記１列に含まれた辺の片側（または他側）にある単位格子を導通させ
るか否かを設定すれば足りる。したがって、上記細長パターンの接近した端部同士を容易
に選択することができ、上記抵抗部が全体として上記属性情報を表すように上記抵抗部の
電気抵抗を容易に可変して設定することができる。
【００４４】
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　一実施形態の試験片では、上記複数の細長パターンの配列は、各々の上記単位格子の上
記１列に並ぶ辺とは反対の側に接して、もう１つの単位格子を有することを特徴とする。
【００４５】
　この一実施形態の試験片では、上記１列に並ぶ辺の数をｍとしたとき、（２ｍ＋１）個
の値が段階的に可変して設定され得る。つまり、上記１列の両側に上記単位格子が１つず
つ並ぶ場合に比して、上記抵抗部の電気抵抗として可変される数が増える。したがって、
上記抵抗部の電気抵抗によって様々な属性情報を表すことができる。逆に、上記抵抗部の
電気抵抗の可変されるべき数を定めて考えれば、上記１列の両側に上記単位格子が１つず
つ並ぶ場合に比して、上記１列に並ぶ辺の数ｍを少なくすることができる。このことは、
上記基板上で上記抵抗部が占める領域の寸法を、上記１列の方向に関して縮小できること
を意味する。したがって、上記基板上での上記抵抗部をレイアウトする際の自由度が増す
。
【００４６】
　一実施形態の試験片では、上記第１対の電極端子の一方と上記第２対の電極端子の一方
とが共通に構成されていることを特徴とする。
【００４７】
　この一実施形態の試験片では、上記第１対の電極端子の一方と上記第２対の電極端子の
一方とが共通に構成されている。したがって、上記第１対の電極端子と上記第２対の電極
端子とが別々に構成されている場合に比して、電極端子の数を減らすことができる。した
がって、電極端子の配列の寸法精度を緩和できる。これにより、この試験片は、容易に製
造可能となる。
【００４８】
　第２の局面では、この発明の試験片の製造方法は、上記第１の局面の試験片を製造する
試験片の製造方法であって、
　上記基板上に、上記作用極と上記対極との対と、上記配線の対とを形成し、
　上記基板上に、スクリーン印刷法によって上記抵抗部の上記細長パターンを形成し、
　上記作用極と上記対極との間にまたがって上記センサ部を形成した後、
　上記基板上に、上記スペーサと上記カバーとをこの順に設け、これにより、上記基板上
で上記センサ部に接する体液の量を規定するように、上記一方向に関して上記一方の端部
の側で、上記スペーサが上記センサ部の両側に互いに対向する側壁を形成するとともに、
上記カバーが上記スペーサの上記互いに対向する側壁の間にまたがって上記センサ部を覆
い、上記一方向に関して上記他方の端部の側で、上記第１対、第２対の電極端子が上記ス
ペーサおよび上記カバーから露出し、かつ、上記一方向に関して上記両方の端部の間の領
域で、上記スペーサおよび上記カバーの上記開口を通して上記抵抗部が露出し、
　上記センサ部を動作させて、この試験片の感度を含む属性情報として上記抵抗部がもつ
べき電気抵抗を求め、
　上記抵抗部が全体として上記求められた電気抵抗をもつように上記細長パターンの接近
した端部同士を選択して、ポッティング法により、その選択された上記端部同士の上に重
ねて上記円形パターンを形成する。
【００４９】
　この発明の試験片の製造方法では、この試験片の感度を含む属性情報を表すように上記
抵抗部全体としての電気抵抗が可変して設定される場合であっても、上記抵抗部の上記複
数の細長パターンは、上記センサ部が形成される前に、スクリーン印刷法などによって１
つの印刷用の版を用いて一律に形成され得る。つまり、印刷用の版を変える必要はない。
また、上記抵抗部の上記円形パターンは、上記センサ部が形成されて上記抵抗部がもつべ
き電気抵抗（属性情報）が求められた後に、ポッティング法（導電物を滴下し乾燥させる
）によって形成され得る。このとき、上記細長パターンの接近した端部同士を選択するこ
とによって、上記抵抗部が全体として上記求められた電気抵抗を示す（属性情報を表す）
ように、上記抵抗部の電気抵抗が可変して設定される。
【００５０】
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　そのようにした場合、この試験片の製造方法では、高価な設備を要しないし、また、複
数種類の印刷用の版を用意する必要がない。したがって、試験片の製造コストが安価に抑
えられる。また、上記センサ部が形成された後に、試験片が削り滓によって汚れたり、ま
た、加工の際に発生する熱によってセンサ部の特性が影響を受けたりすることがない。し
たがって、試験片を高品質に製造できる。
【００５２】
　また、この試験片の製造方法では、上記スペーサと上記カバーとによって、上記基板上
で上記センサ部に接する体液の量が規定される。したがって、作製された試験片は、正確
な濃度測定を行うことができる。一方、上記基板上で上記第１対、第２対の電極端子およ
び上記抵抗部を上記スペーサおよび上記カバーから露出させている。特に、上記抵抗部を
、上記スペーサおよび上記カバーの上記開口を通して露出させている。したがって、製造
段階で、上記基板上に上記スペーサと上記カバーとが設けられて上記試験片の電気特性が
定まった後に、上記センサ部の感度に応じて上記抵抗部の電気抵抗を調節して設定するこ
とが容易になる。したがって、上記抵抗部の電気抵抗は、作製された試験片の属性情報、
特に上記センサ部の感度を正確に表すことが可能になる
【００５３】
　一実施形態の試験片の製造方法では、上記抵抗部の上記細長パターンを形成した後、上
記センサ部を形成する前に、上記細長パターンのうち上記端部以外の有効部分を覆うとと
もに上記円形パターンの境界を定める円形の貫通孔を有する絶縁層を形成することを特徴
とする。
【００５４】
　この一実施形態の試験片の製造方法では、上記絶縁層によって、上記細長パターンのう
ち上記端部以外の有効部分が覆われる。したがって、上記細長パターンの有効部分の電気
抵抗が上記抵抗部全体としての電気抵抗に対して確実に寄与する。また、上記絶縁層の円
形の貫通孔によって上記円形パターンの境界が定められて、上記円形パターンの形状が精
度良く形成される。これらの結果、上記抵抗部全体としての電気抵抗の精度が高まる。ま
た、上記絶縁層は上記センサ部を形成する前に形成されるので、上記絶縁層の形成工程が
上記センサ部の特性に影響を及ぼすことはない。したがって、試験片をさらに高品質に製
造できる。
　また、第３の局面では、この発明の試験片は、
　被験者の体液中の特定成分の濃度を測定するために、測定装置本体に装着されるととも
に、上記体液が付着される生体成分測定用の試験片であって、
　基板を備え、
　上記基板上に、
　互いに離間して延在する作用極と対極との対と、
　上記作用極と上記対極との間にまたがって形成され、被験者の体液によって電気化学反
応を起こして電気特性の変化を生ずるセンサ部と、
　この試験片の感度を含む属性情報を表す電気抵抗をもつ抵抗部と、
　上記抵抗部の両端につながる配線の対と
を備え、
　上記作用極と対極との対と、上記配線の対とがそれぞれ上記測定装置本体に設けられた
接点に接触すべき第１対の電極端子、第２対の電極端子を含み、
　上記抵抗部は、
　それぞれ或る抵抗率をもち互いに離間して設けられた複数の細長パターンを有し、各細
長パターンの端部は別の細長パターンの端部と接近しており、
　上記細長パターンの接近した端部同士の上に重なって設けられ、それらの端部同士を導
通させる実質的に円形の円形パターンを有し、
　上記細長パターンのうち上記端部以外の有効部分を覆うとともに上記円形パターンの境
界を定める円形の貫通孔を有する絶縁層を備える。
　また、第４の局面では、この発明の試験片の製造方法は、上記第３の局面の試験片を製
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造する試験片の製造方法であって、
　上記基板上に、上記作用極と上記対極との対と、上記配線の対とを形成し、
　上記基板上に、スクリーン印刷法によって、上記抵抗部の上記細長パターンと、上記細
長パターンのうち上記端部以外の有効部分を覆うとともに上記円形の貫通孔を有する上記
絶縁層とを、この順に形成し、
　上記作用極と上記対極との間にまたがって上記センサ部を形成した後、
　上記センサ部を動作させて、この試験片の感度を含む属性情報として上記抵抗部がもつ
べき電気抵抗を求め、
　上記抵抗部が全体として上記求められた電気抵抗をもつように上記細長パターンの接近
した端部同士を選択して、ポッティング法により、その選択された上記端部同士の上に重
ねて、上記絶縁層の上記円形の貫通孔を境界として上記円形パターンを形成する。
【発明の効果】
【００５５】
　以上より明らかなように、この発明の生体成分測定用の試験片は、安価に、かつ高品質
に製造され得る。
【００５６】
　また、この発明の試験片の製造方法によれば、被験者の体液中の特定成分の濃度を測定
するために体液が付着される生体成分測定用の試験片を、安価に、かつ高品質に製造でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】この発明の一実施形態の生体成分測定用の試験片とその試験片が装着される測定
装置本体とを備えた生体成分測定装置を示す斜視図である。
【図２】上記試験片を分解状態で示す図である。
【図３】図３（Ａ）は上記試験片の等価回路を示す図である。図３（Ｂ）は上記試験片を
変形した変形例の等価回路を示す図である。
【図４】上記生体成分測定装置の機能的なブロック構成を示す図である。
【図５】体液未付着状態において、上記試験片から属性情報を検出する仕方を説明する図
である。
【図６】体液付着状態において、上記試験片から体液中の特定成分の濃度を検出する仕方
を説明する図である。
【図７】上記生体成分測定装置による、血液中の特定成分の濃度を測定するための処理フ
ローを示す図である。
【図８】上記試験片を製造するための一実施形態の製造方法のフローを示す図である。
【図９】上記試験片の製造途中の状態を示す平面図である。
【図１０】上記試験片の製造途中の状態を示す平面図である。
【図１１】上記試験片の製造途中の状態を示す平面図である。
【図１２】上記試験片の製造途中（ポッティング直前）の状態を示す平面図である。
【図１３】上記試験片の完成状態を模式的に示す平面図である。
【図１４】図１４（Ａ）から図１４（Ｐ）は、上記試験片の抵抗部の電気抵抗が１６段階
に設定されるときに、その抵抗部がとり得る様々な態様を示す図である。
【図１５】上記試験片の抵抗部のレイアウトを変形した変形例の製造途中（ポッティング
直前）の状態を示す平面図である。
【図１６】図１５の試験片の完成状態を模式的に示す平面図である。
【図１７】図１７（Ａ）から図１７（Ｐ）は、上記変形例の試験片の抵抗部の電気抵抗が
１６段階に設定されるときに、その抵抗部がとり得る様々な態様を示す図である。
【図１８】図１８（Ａ）、図１８（Ｂ）、図１８（Ｃ）は、それぞれ、各試験片の抵抗部
において２つ、３つ、４つの細長パターンの端部同士が接近した格子点近傍の態様を示す
図である。
【図１９】図１９（Ａ）、図１９（Ｂ）、図１９（Ｃ）は、それぞれ、各試験片の抵抗部
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において２つ、３つ、４つの細長パターンの端部同士が接近した格子点近傍の別の態様を
示す図である。
【図２０】各試験片の抵抗部において、円形パターンの断面ともに、細長パターンの有効
部分の態様を例示する図である。
【図２１】各試験片の抵抗部において、絶縁層が省略されたときの円形パターンの断面と
もに、細長パターンの有効部分の態様を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００５９】
　図１は、生体成分測定装置（全体を符号１で示す。）を斜めから見たところを示してい
る。この生体成分測定装置１は、大別して、この発明の一実施形態の、被験者の体液中の
特定成分の濃度を測定するために体液が付着される試験片１０と、その試験片１０が装着
される測定装置本体（以下、単に「本体」という。）５０とを備えている。体液中の特定
成分としては、例えば血糖（グルコース）、コレステロール、乳酸などが挙げられる。
【００６０】
　（試験片の構成）
　試験片１０は、図２（分解状態を示す。）によって良く分かるように、基板１１と、絶
縁層としてのレジスト層４８と、スペーサ１６と、カバーシート１８とを含んでいる。な
お、図２中には、ＸＹＺ直交座標を併せて示している。
【００６１】
　基板１１は、この例では絶縁性のプラスチック材料からなり、一方向（図２におけるＸ
方向）に細長く延在する矩形の形状を有している。
【００６２】
　基板１１の上面１１ａ（図２における＋Ｚ側の面）に、作用極１２と対極１３との対が
、互いに離間して、Ｘ方向に沿って細長く帯状に延在して設けられている。これらの作用
極１２および対極１３は、導電性カーボンペースト等をスクリーン印刷することにより形
成されている。これらの作用極１２、対極１３は、Ｘ方向に関して基板１１の一方の端部
１１ｅの側（－Ｘ側）の領域で、それぞれＸ方向に対して垂直な＋Ｙ方向、－Ｙ方向に屈
曲して、全体としてＬ字状の形態とされている。Ｘ方向に関して基板１１の一方の端部１
１ｅと反対の他方の端部１１ｆの側（＋Ｘ側）の領域で、作用極１２、対極１３の端部１
２ｆ，１３ｆが第１対の電極端子として設定されている。
【００６３】
　また、基板１１の上面１１ａで、作用極１２と対極１３との間には、後述の抵抗部１４
につながる配線４２，４３の対が、互いに離間して、Ｘ方向に沿って細長く帯状に延在し
て設けられている。これらの配線４２，４３は、作用極１２および対極１３と同様に、導
電性カーボンペースト等をスクリーン印刷することにより形成されている。Ｘ方向に関し
て基板１１の端部１１ｆの側（＋Ｘ側）の領域で、配線４２，４３の端部４２ｆ，４３ｆ
が第２対の電極端子として設定されている。
【００６４】
　電極端子１２ｆ，１３ｆ，４２ｆ，４３ｆは、この試験片１０が本体５０に装着された
とき、それぞれ本体５０に設けられた後述する接点６２，６３，６４，６５に接触するこ
とが予定されている。
【００６５】
　作用極１２、対極１３の端部（Ｌ字の短辺）１２ｅ，１３ｅは、Ｘ方向に関して互いに
離間している。それらの作用極１２、対極１３の端部１２ｅ，１３ｅの間にまたがって、
この例では円形の試薬層からなるセンサ部１５が設けられている。
【００６６】
　このセンサ部１５は、メディエータ（電子伝達物質）に対して酸化還元酵素を分散させ
た固形のものとして形成されている。電子伝達物質としては、フェリシアン化カリウムな
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どの鉄錯体や、ＮＨ3を配位子とするＲｕ錯体が用いられる。酸化還元酵素は、測定の対
象となる特定成分の種類によって選択される。例えば、血糖（グルコース）を測定する場
合は、酸化還元酵素としてグルコースデヒドロゲナーゼ、グルコースオキシダーゼなどが
用いられる。コレステロールを測定する場合は、酸化還元酵素としてコレステロールデヒ
ドロゲナーゼ、コレステロールオキシダーゼなどが用いられる。乳酸を測定する場合は、
酸化還元酵素として乳酸デヒドロゲナーゼ、乳酸オキシダーゼなどが用いられる。
【００６７】
　この例では、センサ部１５は、血糖（グルコース）を測定するために、鉄錯体またはＲ
ｕ錯体に、グルコースデヒドロゲナーゼまたはグルコースオキシダーゼを分散させて構成
されているものとする。
【００６８】
　基板１１のＸ方向，Ｙ方向に関して略中央に、抵抗部１４が設けられている。抵抗部１
４は、この試験片１０の感度を含む属性情報を表す電気抵抗Ｒｃをもつ。ここで、「属性
情報」とは、例えば、試験片１０の感度を表す情報や、測定すべき成分に適合する検量線
を選択するための情報などを含むことができる。この例では、抵抗部１４の電気抵抗Ｒｃ
は、１６段階に可変して設定されるものとする。
【００６９】
　典型的には、抵抗部１４は、図１３の平面図に模式的に示すように、それぞれ或る抵抗
率をもち互いに離間して設けられた複数の細長パターン４４，４４，…と、それらの細長
パターンの接近した端部同士の上に重なって設けられ、それらの端部同士を導通させる実
質的に円形の円形パターン（斜線が施されている）７１，７１，…とからなっている。な
お、図１３において、斜線が施されている丸は、その箇所に対応する格子点Ｇに円形パタ
ーン７１が設けられていることを示す一方、破線で描かれた白丸は、その箇所に対応する
格子点Ｇに円形パターン７１が設けられていないことを示している（後述の図１６でも同
様。）。
【００７０】
　図２中に示すように、基板１１上には、さらに、センサ部１５が占める領域および電極
端子１２ｆ，１３ｆ，４２ｆ，４３ｆが占める領域を除いて、絶縁層としてのレジスト層
４８が設けられている。このレジスト層４８は、光硬化型若しくは熱硬化型の絶縁性レジ
スト材料等をスクリーン印刷することにより形成されている。このレジスト層４８は、抵
抗部１４に対応する領域に、このレジスト層を厚さ方向に貫通した３列に並ぶ複数の貫通
孔４９，４９，…を有している。
【００７１】
　このレジスト層４８のＸＹ面内での外形は、次に述べるスペーサ１６のＸＹ面内での外
形と一致している。つまり、レジスト層４８のＸＹ面内での外形をなす辺４８ｅ，４８ｆ
，４８ａ，４８ｂ，４８ｃの位置は、スペーサ１６の端部１６ｅ，１６ｆと側壁１６ａ，
１６ｂ，１６ｃのＸＹ面内での位置と一致している。このレジスト層４８の厚さは、スペ
ーサ１６の厚さに比して薄く設定されている。
【００７２】
　基板１１上には、さらに、略平板状のスペーサ１６と、平坦なカバーとしてのカバーシ
ート１８とが、この順に接着して設けられている。
【００７３】
　スペーサ１６とカバーシート１８は、それぞれ絶縁性のプラスチック材料からなり、概
ね、Ｘ方向に細長く延在する矩形の形状を有している。スペーサ１６とカバーシート１８
のＹ方向寸法は、基板１１のＹ方向寸法と一致している。スペーサ１６とカバーシート１
８のＸ方向寸法は、基板１１のＸ方向寸法よりも短く設定されている。具体的には、Ｘ方
向に関して基板１１の一方の端部１１ｅの側（－Ｘ側）の領域で、スペーサ１６とカバー
シート１８の端部１６ｅ，１８ｅが基板１１の端部１１ｅと同じ位置にあるが、Ｘ方向に
関して基板１１の一方の端部１１ｅと反対の他方の端部１１ｆの側（＋Ｘ側）の領域で、
スペーサ１６とカバーシート１８の端部１６ｆ，１８ｆが基板１１の端部１１ｆよりも後
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退した位置にある。これにより、作用極１２、対極１３の端部１２ｆ，１３ｆと配線４２
，４３の端部４２ｆ，４３ｆが電極端子として露出している。したがって、これらの電極
端子１２ｆ，１３ｆ，４２ｆ，４３ｆは、この試験片１０が本体５０に装着されたとき、
それぞれ本体５０の後述する接点６２，６３，６４，６５に接触することができる。
【００７４】
　スペーサ１６の－Ｘ側の端部１６ｅは、基板１１の端部１１ｅからセンサ部１５までの
流路１７を構成するように、略コの字状に窪んでいる。これにより、スペーサ１６は、互
いに対向する側壁１６ａ，１６ｂと、それらをつなぐ側壁１６ｃとを有している。
【００７５】
　カバーシート１８の－Ｘ側の端部１８ｅ近傍の領域は、スペーサ１６の互いに対向する
側壁１６ａ，１６ｂにまたがってセンサ部１５を覆う。
【００７６】
　これにより、基板１１の－Ｘ側の端部１１ｅに付着された体液は、例えば毛細管現象に
より流路１７を通してセンサ部１５に達する。そして、センサ部１５上に、体液の層が、
スペーサ１６（およびレジスト層４８）の高さに応じた一定の層厚をもつ状態に形成され
る。したがって、基板１１上でセンサ部１５に接触して測定対象となる体液の量が定まっ
て、正確な濃度測定を行うことができる。
【００７７】
　なお、カバーシート１８のうち、流路１７に面する側壁１６ｃ近傍で、かつセンサ部１
５に直に対向しない部分に、空気抜き用の貫通孔を設けておいても良い。これにより、基
板１１の－Ｘ側の端部１１ｅに付着された体液が毛細管現象により流路１７に浸入すると
きに、流路１７に存在していた空気がその貫通孔を通して逃げる。したがって、体液が流
路１７に容易に浸入することが可能になる。
【００７８】
　スペーサ１６とカバーシート１８は、基板１１上の抵抗部１４に対応する領域に、それ
ぞれ開口１６ｗ，１８ｗ（これらを併せて「開口Ｗ」と呼ぶ。）を有している。これによ
り、基板１１上で、開口Ｗとレジスト層４８の複数の貫通孔４９，４９，…とを通して、
抵抗部１４の全ての格子点Ｇ，Ｇ，…が露出した状態になる。したがって、基板１１上に
スペーサ１６とカバーシート１８とが設けられて試験片１０の電気特性が定まった後に、
センサ部１５の感度に応じて抵抗部１４の電気抵抗Ｒｃを調節して設定することが容易に
なる。
【００７９】
　完成状態では、この試験片１０の等価回路は、図３（Ａ）に示すように表される。
【００８０】
　被験者の体液（血液）が試験片１０のセンサ部１５に付着されていない状態（これを「
体液未付着状態」と呼ぶ。）では、センサ部１５の電気抵抗は、実質的に無限大である。
【００８１】
　一方、被験者の血液が試験片１０に付着されてセンサ部１５に接触した状態（これを「
体液付着状態」と呼ぶ。）では、図３（Ａ）中に示すように、センサ部１５は電流源とし
て起電流を生ずる。血糖値とセンサ部１５の起電流との対応関係は、一例として、次の表
１のレベルである。
（表１）



(16) JP 6048109 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

【００８２】
　この表１は、例えば、血糖値が９０ｍｇ／ｄＬであれば、センサ部１５は０．１ｎＡの
電流を発生することを表す。血糖値が１８０ｍｇ／ｄＬであれば、センサ部１５は１．３
ｎＡの電流を発生する。血糖値が６００ｍｇ／ｄＬであれば、センサ部１５は７．０ｎＡ
の電流を発生する。
【００８３】
　ただし、現状の量産技術では、この血糖値とセンサ部１５の起電流との対応関係（この
例では、これを検量線として表す。）は、例えば試験片の製造ロット毎にバラツキを有す
る。起電流から血糖値を精度良く算出するためには、センサ部１５の感度に応じた検量線
を用いるのが望ましい。抵抗部１４の電気抵抗Ｒｃを参照して、その電気抵抗Ｒｃが表す
感度に応じた検量線を用いるのが望ましい。
【００８４】
　（試験片の製造方法）
　図８は、試験片１０を製造するための一実施形態の製造方法のフローを示している。こ
のフローに基づいて、図９から図１３の平面図を参照しながら、試験片１０の製造方法を
説明する。
【００８５】
　ｉ）　まず図８のステップＳ１１では、図９に示すように、基板１１の上面１１ａに、
既述の形態をもつ作用極１２と対極１３との対（第１対の電極端子１２ｆ，１３ｆを含む
）と、配線４２，４３の対（第２対の電極端子４２ｆ，４３ｆを含む）とを、この例では
導電性カーボンペースト等をスクリーン印刷することにより形成する。
【００８６】
　この例では、配線４２は、抵抗部１４と作用極１２との間で、作用極１２と平行にＸ方
向に沿って細長く帯状に延在して設けられている。この配線４２には、この配線４２が次
に形成される抵抗部１４の－Ｘ側の端部に接続され得るように、＋Ｙ方向に屈曲している
部分４２ｅと、この部分４２ｅからさらに＋Ｘ方向に屈曲している部分４２ｇとが設けら
れている。
【００８７】
　配線４３は、基板１１の－Ｘ側の端部１１ｆ近傍の領域では、対極１３と平行にＸ方向
に沿って細長く帯状に延在している。この配線４３には、この配線４３が次に形成される
抵抗部１４の＋Ｘ側の端部に接続され得るように、－Ｙ方向に屈曲している部分４３ｈと
、この部分４３ｈからさらに－Ｘ方向に屈曲している部分４３ｇとが設けられている。
【００８８】
　ii）　次に図８のステップＳ１２では、図９に示すように、基板１１の上面１１ａで、
基板１１のＸ方向，Ｙ方向に関して略中央に、それぞれ或る抵抗率をもつ複数の抵抗部１
４の細長パターン４４，４５，４６，４７を形成する。この例では、それらの細長パター
ン４４，４５，４６，４７を、例えばカーボンを含む導電性プラスチックを、スクリーン
印刷により厚さ１０μｍ～２０μｍ程度に印刷し、硬化させて形成する。
【００８９】
　複数の細長パターン４４，４５，４６，４７は、この例では実質的に正方格子Ｕ１，Ｕ
２，…，Ｕ１６の各辺をなすように配列されている。より詳しくは、基板１１の長手方向
（Ｘ方向）に沿って１列に並ぶ辺をなすように、複数（この例では１６個）の細長パター
ン４４，４４，…が配列されている（この１列を符号４１で示す）。その１列４１の両側
に、それぞれ対応する辺４４，４４，…を含んで長手方向に沿って交互に１つずつ並ぶ単
位格子Ｕ１，Ｕ２，…，Ｕ１６をなすように、各３個の細長パターン４５，４６，４７が
配列されている。
【００９０】
　このように、複数の細長パターン４４，４５，４６，４７は実質的に正方格子Ｕ１，Ｕ
２，…，Ｕ１６の各辺をなすように配列されているので、細長パターン４４，４５，４６
，４７のレイアウトが容易に行われる。例えばスクリーン印刷法のために印刷用の版を作
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製するとき、その設計が容易に行われる。
【００９１】
　単位格子Ｕ１，Ｕ２，…，Ｕ１６の各格子点Ｇでは、細長パターン４４，４５，４６，
４７の接近した端部同士の間に、この例では、図１８（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）に拡大して
示すように、幅方向（細長パターンの長手方向に対して交差する方向）に関して一定寸法
の隙間ｄが設けられている。
【００９２】
　図１８（Ａ）は、例えば図９中の単位格子Ｕ１の右上（図９において）の格子点Ｇのよ
うに、細長パターン（この例では、細長パターン４５，４７）の接近した端部が２つであ
るＬ状の格子点Ｇ近傍の態様を示している。このタイプのＬ字状の格子点Ｇでは、それら
の細長パターン４５，４７の端部は、それぞれの細長パターン４５，４７の長手方向に対
して斜め４５°に傾斜した辺をなしている。この結果、それらの細長パターン４５，４７
の端部同士の間に、一定寸法の隙間ｄが設けられている。
【００９３】
　図１８（Ｂ）は、例えば図９中の単位格子Ｕ１６の右上（図９において）の格子点Ｇの
ように、細長パターン（この例では、細長パターン４４，４７）の接近した２つの端部に
加えて、配線４３ｇの端部が接近しているＴ字状の格子点Ｇ近傍の態様を示している。こ
のタイプのＴ字状の格子点Ｇでは、Ｔ字の幹に相当する細長パターン４７の端部は、頂角
９０°で尖った形状（細長パターン４７の長手方向に対して斜め４５°に傾斜した２辺か
らなる）をしている。１列に並ぶ細長パターン４４の端部と配線４３ｇの端部とが、それ
ぞれメサの形状（互いに対向する平坦な辺と、その辺に連なる斜め４５°に傾斜した斜辺
とを含む）をしている。細長パターン４４の端部の斜辺と配線４３ｇの端部の斜辺は、そ
れぞれ細長パターン４７の端部の対応する斜辺と対向している。この結果、それらの細長
パターン４４の端部、細長パターン４７の端部、配線４３ｇの端部の間に、一定寸法の隙
間ｄが設けられている。
【００９４】
　図１８（Ｃ）は、例えば図９中の単位格子Ｕ１の右下（図９において）の格子点Ｇのよ
うに、細長パターン（この例では、細長パターン４４，４４，４６，４７）の接近した端
部が４つである十字状の格子点Ｇ近傍の態様を示している。このタイプの十字状の格子点
Ｇでは、それらの細長パターン４４，４４，４６，４７の端部は、頂角９０°で尖った形
状（それぞれの細長パターン４４，４４，４６，４７の長手方向に対して斜め４５°に傾
斜した２辺からなる）をしている。この結果、それらの細長パターン４４，４４，４６，
４７の端部同士の間に、一定寸法の隙間ｄが設けられている。
【００９５】
　iii）　次に図８のステップＳ１３では、図１０に示すように、絶縁層としてのレジス
ト層４８を形成する。この例では、レジスト層４８を、光硬化型若しくは熱硬化型の絶縁
性レジスト材料等をスクリーン印刷することにより、例えば厚さ１μｍから１０μｍの範
囲内で、典型的には数μｍ程度に形成する。
【００９６】
　このレジスト層４８は、ＸＹ面内で既述の外形を有して、作用極１２、対極１３、配線
４２，４３の大部分を覆うとともに、細長パターン４４，４５，４６，４７のうち端部以
外の有効部分を覆っている。
【００９７】
　一方、このレジスト層４８は、単位格子Ｕ１，Ｕ２，…，Ｕ１６の各格子点Ｇに相当す
る箇所に、円形の貫通孔４９を有している。この貫通孔４９を通して、細長パターン４４
，４５，４６，４７の接近した端部同士が露出した状態になる。なお、抵抗部１４全体と
しての両端、すなわち、単位格子Ｕ１の左下（図１０において）の格子点Ｇ、単位格子Ｕ
１６の右上（図１０において）の格子点Ｇでは、それぞれ配線４２ｇ，４３ｇの端部も露
出した状態になる。
【００９８】
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　例えば図２０中に示すように、１個の細長パターン４４については、端部４４ａ，４４
ｂ以外の有効部分４４ｃがレジスト層４８で覆われる一方、格子点Ｇ，Ｇに相当する箇所
で、端部４４ａ，４４ｂが貫通孔４９を通して露出した状態になる。なお、図２０中には
、円形パターン７１，７１，…が併せて図示されている。
【００９９】
　このように、細長パターン４４，４５，４６，４７のうち端部以外の有効部分が覆われ
ているので、細長パターン４４，４５，４６，４７の有効部分の電気抵抗が抵抗部１４全
体としての電気抵抗Ｒｃに対して確実に寄与する。
【０１００】
　また、複数の細長パターン４４，４５，４６，４７は正方格子の各辺をなしている。こ
の結果、複数の細長パターン４４，４５，４６，４７の端部以外の有効部分の長さＬと断
面積（幅ｗ×厚さｈに相当する。）が同一になっている。したがって、複数の細長パター
ン４４，４５，４６，４７の有効部分が同一の電気抵抗（符号Ｒａで表す。これを単位抵
抗と呼ぶ。）をもつ。ここで、各細長パターン４４，４５，４６，４７の抵抗率（体積固
有抵抗）をρ＝１．０×１０－２Ωｃｍとし、長さをＬ＝２ｍｍとし、幅をｗ＝１ｍｍと
し、厚さをｈ＝１４μｍとすると、各細長パターン４４，４５，４６，４７（の有効部分
）が示す単位抵抗は、
Ｒａ＝ρ×Ｌ／（ｗ×ｈ）≒１４３ｋΩ
となる。
【０１０１】
　抵抗部１４全体としての電気抵抗Ｒｃは、同一の単位抵抗Ｒａの直列または並列の組合
せによって構成される。この結果、後工程（ステップＳ１６）で、抵抗部１４が全体とし
て属性情報を表すように抵抗部１４の電気抵抗Ｒｃを可変して設定する際に、導通させる
べき、細長パターン４４，４５，４６，４７の接近した端部同士（以下、適宜「格子点Ｇ
」と呼ぶ。）を容易に選択することができる。
【０１０２】
　なお、円形の貫通孔４９，４９，…は、後工程（ステップＳ１６）で、円形パターン７
１，７１，…の境界を定めるために働く。
【０１０３】
　また、レジスト層４８はセンサ部１５を形成する前に形成されるので、レジスト層４８
の形成工程がセンサ部１５の特性に影響を及ぼすことはない。
【０１０４】
　iv）　次に図８のステップＳ１４では、図１１に示すように、センサ部１５を形成する
。
【０１０５】
　この例では、血糖（グルコース）を測定するために、鉄錯体またはＲｕ錯体に、グルコ
ースデヒドロゲナーゼまたはグルコースオキシダーゼを分散させてなる固形の材料を、試
薬層として、作用極１２、対極１３の端部１２ｅ，１３ｅの間にまたがって、円形に付着
させる。これにより、センサ部１５を形成する。
【０１０６】
　ｖ）　次に図８のステップＳ１５では、基板１１上に、さらに、図２中に示したような
略平板状のスペーサ１６と、平坦なカバーとしてのカバーシート１８とを、この順に接着
して設ける。
【０１０７】
　このスペーサ１６とカバーシート１８とによって、既述のように基板１１上でセンサ部
１５に接する体液の量が規定される。したがって、この段階で、試験片１０の電気特性が
定まる。
【０１０８】
　また、作用極１２と対極１３の＋Ｘ側の端部が第１対の電極端子１２ｆ，１３ｆとして
露出するとともに、配線４２，４３の＋Ｘ側の端部が第２対の電極端子４２ｆ，４３ｆと
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して露出した状態になる。
【０１０９】
　一方、このスペーサ１６とカバーシート１８は、基板１１上の抵抗部１４に対応する領
域に、開口Ｗを有している。これにより、図１２に示すように、基板１１上で、開口Ｗと
レジスト層４８の複数の貫通孔４９，４９，…とを通して、抵抗部１４の全ての格子点Ｇ
，Ｇ，…が露出した状態になる。したがって、後工程（ステップＳ１６）で、センサ部１
５の感度に応じて抵抗部１４の電気抵抗Ｒｃを調節して設定することが容易になる。
【０１１０】
　vi）　この後、図８のステップＳ１６では、センサ部１５を動作させて、この試験片１
０の感度を含む属性情報として抵抗部１４がもつべき電気抵抗Ｒｃを求める。
【０１１１】
　具体的には、この試験片１０の同一の製造ロットの中から、感度をモニタリングするた
めの試験片（符号１０Ｍで表す。）を幾つか抜き取る。
【０１１２】
　例えば、幾つかの試験片１０Ｍのセンサ部１５に、血糖値が既知である体液（試料）を
付着させて、センサ部１５の起電流を観測する。例えば、表１に示した血糖値が９０［ｍ
ｇ／ｄＬ］～６００［ｍｇ／ｄＬ］までの体液を付着させて、それぞれセンサ部１５の起
電流が何［ｎＡ］であるかを観測する。そして、試験片１０Ｍで観測された起電流に基づ
いて、血糖値とセンサ部１５の起電流との対応関係を表す検量線を作成する。その製造ロ
ットに含まれた残りの試験片１０の感度は、その検量線によって表されるものとする。
【０１１３】
　このような感度に応じた検量線は、試験片１０を用いた測定時に、抵抗部１４の電気抵
抗Ｒｃの値（１６段階）に応じて指定される（後述）。
【０１１４】
　vii）　次に図８のステップＳ１７では、図１３に示すように、抵抗部１４の円形パタ
ーン７１，７１，…を形成する。
【０１１５】
　具体的には、抵抗部１４が全体として求められた電気抵抗Ｒｃをもつように細長パター
ン４４，４５，４６，４７がなす格子点Ｇを選択して、その選択された格子点Ｇ，Ｇ，…
の上に重ねて円形パターン７１，７１，…を形成する。これにより、それらの格子点Ｇ，
Ｇ，…を導通させる。図１３の例では、１列４１に並ぶ格子点Ｇが全て選択され、また、
その１列４１の両側にある単位格子Ｕ１，Ｕ２，Ｕ３，Ｕ４の格子点Ｇが選択され、それ
らの選択された格子点Ｇの上に円形パターン７１，７１，…が形成されている。
【０１１６】
　なお、単位格子Ｕ１の左下（図１３において）の格子点Ｇ、単位格子Ｕ１６の右上（図
１３において）の格子点Ｇにも円形パターン７１，７１，…が形成されている。これによ
り、抵抗部１４が全体として配線４２，４３に接続されている。
【０１１７】
　これらの円形パターン７１，７１，…は、例えば導電性材料として、細長パターン４４
，４５，４６，４７をなす導電性プラスチックよりも高濃度でカーボンを含む導電性プラ
スチックを、ポッティング法により４０μｍ～８０μｍの厚さに付着し、硬化させて形成
する。
【０１１８】
　ポッティング法により形成された円形パターン７１，７１，…は、図２０中に示すよう
に、基板１１に対して反対の側に凸に湾曲した表面７１ａを有している。したがって、円
形パターン７１，７１，…の厚みが、容易に確保される。したがって、円形パターン７１
，７１，…を一般的な導電性材料で構成すれば、細長パターン４４，４５，４６，４７が
なす格子点Ｇ，Ｇ，…を、実質的に短絡させることができる。この結果、抵抗部１４全体
としての電気抵抗Ｒｃに対して寄与するのは、実質的に細長パターン４４，４５，４６，
４７の有効部分（長さＬの部分）の電気抵抗（単位抵抗Ｒａ）のみとなる。したがって、
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抵抗部１４全体としての電気抵抗Ｒｃの精度が高まる。
【０１１９】
　また、既述のように、レジスト層４８の円形の貫通孔４９，４９，…によって円形パタ
ーン７１，７１，…の境界が定められている。したがって、このステップＳ１６で、円形
パターン７１，７１，…の形状を精度良く形成できる。
【０１２０】
　また、図１８に関して述べたように、細長パターン４４，４５，４６，４７の接近した
端部同士の間には、一定寸法の隙間ｄが設けられている。したがって、このステップＳ１
６で、細長パターン４４，４５，４６，４７がなす格子点Ｇ，Ｇ，…の上に重ねて円形パ
ターン７１，７１，…を形成する際に、一定寸法の隙間ｄに合わせて、円形パターン７１
，７１，…（および／または円形の貫通孔４９，４９，…）の寸法を比較的小さくするこ
とができる。例えばポッティング法により円形パターン７１，７１，…を形成する際に、
円形パターン７１，７１，…をなす導電物の滴下量を比較的少なく設定できる。この結果
、円形パターン７１，７１，…の形状をさらに精度良く形成できる。
【０１２１】
　これらの結果、抵抗部１４全体としての電気抵抗Ｒｃの精度がさらに高まる。
【０１２２】
　この製造方法では、この試験片１０の感度を含む属性情報を表すように抵抗部１４全体
としての電気抵抗Ｒｃが可変して設定される場合であっても、抵抗部１４の複数の細長パ
ターン４４，４５，４６，４７は、センサ部１５が形成される前に、ステップＳ１２で、
スクリーン印刷法などによって１つの印刷用の版を用いて一律に形成され得る。つまり、
印刷用の版を変える必要はない。また、抵抗部１４の円形パターン７１，７１，…は、セ
ンサ部１５が形成されて抵抗部１４がもつべき電気抵抗Ｒｃ（属性情報）が求められた後
に、ステップＳ１６で、ポッティング法によって形成され得る。このとき、細長パターン
４４，４５，４６，４７がなす格子点Ｇ，Ｇ，…を選択することによって、抵抗部１４が
全体として求められた電気抵抗Ｒｃを示す（属性情報を表す）ように、抵抗部１４の電気
抵抗Ｒｃが可変して設定される。
【０１２３】
　この製造方法では、高価な設備を要しないし、また、複数種類の印刷用の版を用意する
必要がない。したがって、試験片１０の製造コストを安価に抑えることができる。また、
センサ部１５が形成された後に、試験片１０が削り滓によって汚れたり、また、加工の際
に発生する熱によってセンサ部１５の特性が影響を受けたりすることがない。したがって
、試験片１０を高品質に製造できる。
【０１２４】
　（抵抗部の電気抵抗の可変設定）
　抵抗部１４の電気抵抗Ｒｃは、図１４（Ａ），（Ｂ），…，（Ｐ）に示すようにして可
変して設定される。なお、図１４において、円形パターン７１で導通された格子点Ｇは●
印が付されている一方、非導通の格子点Ｇには●印が付されていない（後述の図１７でも
同様。）。
【０１２５】
　まず、図１４（Ａ）に示すように、抵抗部１４全体としての比較的大きい抵抗値を得る
ためには、１列４１に並ぶ辺上にある格子点Ｇを全て選択して円形パターン７１，７１，
…によって導通させる。例えば１列に並ぶ辺の数をｍ（この例では、ｍ＝１５）とし、１
辺の細長パターン４４，４５，４６，４７の有効部分がもつ単位抵抗をＲａとすれば、抵
抗部１４全体としての抵抗値は、ｍ×Ｒａ＝１５Ｒａとなる。
【０１２６】
　さらに、図１４（Ｂ）に示すように、１列４１に含まれた１つの辺４４の片側にある単
位格子（例えばＵ１とする。）を導通させれば、すなわち、その単位格子Ｕ１の上記１つ
の辺４４から離れた２箇所のコーナ部でそれぞれ格子点Ｇを導通させれば、その単位格子
Ｕ１による寄与は、
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となる。したがって、抵抗部１４全体としての抵抗値は（３／４）Ｒａ＋１４Ｒａ＝１４
．７５Ｒａとなる。
【０１２７】
　次に、図１４（Ｃ）に示すように、さらに単位格子Ｕ２を導通させれば、単位格子Ｕ２
による寄与は、（３／４）Ｒａとなる。したがって、抵抗部１４全体としての抵抗値は（
３／４）Ｒａ＋（３／４）Ｒａ＋１３Ｒａ＝１４．５Ｒａとなる。
　このようにして、図１４（Ｃ），…，（Ｐ）に示すように、この抵抗部１４において導
通させる単位格子の数を順次増加させてゆく。
【０１２８】
　その場合、抵抗部１４の電気抵抗Ｒｃとして、１５Ｒａから１１．２５Ｒａまで、０．
２５Ｒａ刻みで段階的に１６個の値が可変して設定され得る。この際、抵抗部１４が全体
として属性情報を表すようにするためには、１列４１に含まれた辺の片側（または他側）
にある単位格子Ｕ１，Ｕ２，…を導通させるか否かを設定すれば足りる。したがって、細
長パターン４４，４５，４６，４７がなす格子点Ｇを容易に選択することができ、抵抗部
１４が全体として属性情報を表すように抵抗部１４の電気抵抗Ｒｃを容易に可変して設定
することができる。
【０１２９】
　（本体の構成）
　図１中に示すように、本体５０は、ユーザ（典型的には、被験者）が片手で持つことが
できるような略直方体状のケーシング５０Ｍを備えている。ケーシング５０Ｍの前面（図
１における上面）に、報知部として働く表示部５５と、ユーザが操作するための操作部５
６とが設けられている。
【０１３０】
　ケーシング５０Ｍの端面には、矢印Ａに示すように試験片１０（基板１１）の端部１１
ｆが挿入されるべきコネクタ部６１が設けられている。試験片１０の端部１１ｆがコネク
タ部６１に挿入されると、試験片１０の作用極１２、対極１３の電極端子１２ｆ，１３ｆ
と配線４３，４２の電極端子４２ｆ，４３ｆがそれぞれコネクタ部６１に設けられた接点
６２，６３，６４，６５と接触して導通する。これらの接点６２，６３，６４，６５は、
弾性を有する略くの字状の金属板からなり、その金属板の屈曲箇所（くの字の頂点）が試
験片１０の電極端子１２ｆ，１３ｆ，４２ｆ，４３ｆと接触するように下方へ向けられて
いる。
【０１３１】
　また、本体５０のケーシング５０Ｍ内には、図４のブロック図に示すように、出力検出
部５１と、演算部５２とが搭載されている。
【０１３２】
　出力検出部５１は、コネクタ部６１を介して試験片１０の出力を検出する。
【０１３３】
　演算部５２は、制御部としてのＣＰＵ（Central Processing Unit）５３と、メモリ５
４とを含んでいる。
【０１３４】
　メモリ５４は、この生体成分測定装置１を制御するためのプログラムのデータ、血糖値
とセンサ部１５の起電流との間の対応関係を表す検量線のデータ、および、測定結果のデ
ータなどを記憶する。この例では、検量線のデータは、試験片１０（センサ部１５）の感
度のバラツキ（つまり、血糖値とセンサ部１５の起電流との間の対応関係のバラツキ）に
対応できるように、１６種類記憶されている。また、このメモリ５４は、プログラムが実
行されるときのワークメモリとしても用いられる。
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【０１３５】
　ＣＰＵ（Central Processing Unit）５３は、メモリ５４に記憶されたプログラムに従
って、この生体成分測定装置１を制御する。なお、具体的な制御の仕方については、後述
する。
【０１３６】
　表示部５５は、この例では、液晶ディスプレイまたはＥＬ（エレクトロルミネッセンス
）ディスプレイからなっている。この表示部５５は、演算部５２によって制御されて、体
液中の特定成分の濃度（この例では、血糖値）に関する測定結果や、その他の情報を表示
する。
【０１３７】
　操作部５６は、図１中に示すように、３つの押しボタンスイッチ５７，５８，５９を含
んでいる。中央の押しボタンスイッチ５８は、この生体成分測定装置１の動作をオン、オ
フするためなどに用いられる。両側の押しボタンスイッチ５７，５９は、メモリ５４に記
録された過去の測定結果を繰り下げたり、繰り上げたりして表示部５５上に表示させるた
めに用いられる。
【０１３８】
　図５中に示すように、出力検出部５１は、具体的には、電源電位ＶＣＣとその電源電位
Ｖｃｃよりも低い電位ＶＥＥとの間に接続された演算増幅器（以下「オペアンプ」と呼ぶ
。）６８と、このオペアンプ６８の反転入力端子（－）と出力端子（出力電圧Ｖｏｕｔを
出力する端子）との間に接続された帰還抵抗（抵抗値をＲ２とする。）６９と、試験片１
０の抵抗部１４またはセンサ部１５に所定の電圧Ｖｉｎを印加する電源（図示せず）と、
第１対の接点６２，６３と第２対の接点６４，６５とを切り換えるためのスイッチＳＷ１
，ＳＷ２とを含んでいる。試験片１０の対極１３からの出力電流が、試験片１０の出力と
して、オペアンプ６８の反転入力端子（－）に入力される。オペアンプ６８の非反転入力
端子（＋）は接地されている。この構成により、出力検出部５１は、試験片１０の出力（
出力電流）に応じた出力電圧Ｖｏｕｔを出力する。
【０１３９】
　ここで、試験片１０の電気抵抗をＲ１とすると、オペアンプ６８の出力電圧は、一般的
に、
　　Ｖｏｕｔ＝－（Ｒ２／Ｒ１）×Ｖｉｎ　　　　　　　　　　　　…（１）
として表される。
【０１４０】
　（測定方法）
　次に、図７の処理フローを用いて、この生体成分測定装置１による血液中の血糖値の測
定方法を説明する。
【０１４１】
　ｉ）　まず、図７中のステップＳ１に示すように、本体５０のＣＰＵ５３は、コネクタ
部６１に試験片１０が装着されたか否かを判断する。
【０１４２】
　この例では、ＣＰＵ５３は、図５中に示すように出力検出部５１のスイッチＳＷ１，Ｓ
Ｗ２が第２対の接点６４，６５を選択した状態にする。この状態で、ＣＰＵ５３は、コネ
クタ部６１に試験片１０が装着されたか否かを、図５中に示した出力検出部５１の出力電
圧Ｖｏｕｔの変化に基づいて判断する。すなわち、試験片１０が未装着であれば、出力検
出部５１の出力電圧Ｖｏｕｔは実質的にゼロであるが、体液未付着状態で試験片１０が装
着されると、上記式（１）において、Ｒ１＝Ｒｃ（有限値）となることから、出力検出部
５１の出力電圧Ｖｏｕｔは、
　　Ｖｏｕｔ＝－（Ｒ２／Ｒｃ）×Ｖｉｎ　　　　　　　　　　　　…（２）
となり、実質的にゼロでない値を示す。ＣＰＵ５３は、この出力電圧Ｖｏｕｔの変化に基
づいて、コネクタ部６１に試験片１０が装着されたか否かを判断する（Ｒ２、Ｖｉｎの値
、Ｒｃの値の範囲は、既知であるものとする。）。
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【０１４３】
　具体的には、出力電圧Ｖｏｕｔがとるべき値の範囲は、上記式（２）にしたがって、Ｒ
２、Ｖｉｎの値、Ｒｃの値の範囲に応じて定まる。そこで、出力電圧Ｖｏｕｔがとるべき
値に対して予め下限値ＶＬ、上限値ＶＵを設定しておく。そして、この段階で出力電圧Ｖ
ｏｕｔが下限値ＶＬと上限値ＶＵとの間であれば、体液未付着状態で試験片１０が装着さ
れたと判断する。出力電圧Ｖｏｕｔが下限値ＶＬを下回っていれば、試験片１０が未装着
であると判断する。または、出力電圧Ｖｏｕｔが上限値ＶＵを超えていれば、何らかの異
常が発生したと判断する（この場合、表示部５５に異常が発生した旨を表示させる。）。
【０１４４】
　なお、それに代えて、または、それに加えて、試験片１０が装着されたことを、この段
階で被験者が操作部５６の押しボタンスイッチ５８（図１参照）を押すことにより入力す
るようにしても良い。これにより、ＣＰＵ５３は、体液未付着状態で試験片１０が装着さ
れたことを確実に判断することができる。
【０１４５】
　ii）　次に、体液未付着状態で試験片１０が本体５０に装着されるものとする。これに
より、基板１１上の作用極１２、対極１３の電極端子１２ｆ，１３ｆと配線４２，４３の
電極端子４２ｆ，４３ｆ（図１参照）がそれぞれコネクタ部６１に設けられた接点６２，
６３，６４，６５に接触する。この状態で、図７中のステップＳ２に示すように、ＣＰＵ
５３は、接点６４，６５と配線４２，４３とを通して、試験片１０の抵抗部１４から属性
情報を表す電気抵抗Ｒｃを取得する。
【０１４６】
　具体的には、図５中に示すように、電圧Ｖｉｎの印加により、基板１１上の作用極１２
、抵抗部１４、対極１３、帰還抵抗６９を介して、電流（これをＩ１とする。）が流れる
。この状態で、ＣＰＵ５３は、出力検出部５１の出力電圧Ｖｏｕｔ（これをＶｏｕｔ１と
する。）を検出する。これによって、ＣＰＵ５３は、次式（３）のように試験片１０の属
性情報（この例では、センサ部１５の感度、つまり、表１に例示したような血糖値とセン
サ部１５の起電流との対応関係）を表す電気抵抗Ｒｃを算出することができる。
【０１４７】
　　Ｒｃ＝－Ｒ２×（Ｖｉｎ／Ｖｏｕｔ１）　　　　　　　　　　　　…（３）
　この電気抵抗Ｒｃが表す、血糖値とセンサ部１５の起電流との対応関係は、既述のメモ
リ５４（図４参照）に検量線として記憶されている。
【０１４８】
　iii）　抵抗部１４の電気抵抗Ｒｃの取得が完了すると、図７中のステップＳ３に示す
ように、ＣＰＵ５３は、測定準備が完了した旨を表示部５５に表示させて、ユーザに報知
する。例えば、「測定準備が完了しました」と表示させる。それに代えて、または、それ
に加えて、被験者が試験片１０に血液を付けるのを促すように、「試験片に血液を付けて
ください」と表示させても良い。
【０１４９】
　iv）　次に、図７中のステップＳ４に示すように、ＣＰＵ５３は、試験片１０に血液が
付けられたか否かを判断する。
【０１５０】
　この例では、ＣＰＵ５３は、図６中に示すように出力検出部５１のスイッチＳＷ１，Ｓ
Ｗ２が第１対の接点６２，６３を選択した状態にする。この状態で、ＣＰＵ５３は、試験
片１０に血液が付けられたか否かを、出力検出部５１の出力電圧Ｖｏｕｔの変化に基づい
て判断する。すなわち、体液未付着状態では、出力検出部５１の出力電圧Ｖｏｕｔは実質
的にゼロであるが、体液付着状態では、図６中に示すように、センサ部１５は、血液と電
気化学反応を起こして、電気特性の変化として起電流（これをＩ２とする。）を生ずる。
その場合、電圧Ｖｉｎの印加により、接点６２，６３と基板１１上の作用極１２、対極１
３とを介して、電流Ｉ２が流れる。この体液付着状態で、ＣＰＵ５３は、この電流Ｉ２に
応じた出力検出部５１の出力電圧Ｖｏｕｔ（これをＶｏｕｔ２とする。）を検出する。Ｃ
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ＰＵ５３は、この出力電圧ＶｏｕｔのゼロからＶｏｕｔ２への変化に基づいて、試験片１
０に血液が付けられたか否かを判断する。
【０１５１】
　具体的には、この段階で出力電圧Ｖｏｕｔ２が既述の上限値ＶＵを超えたら、試験片１
０に血液が付けられたと判断する。
【０１５２】
　なお、それに代えて、または、それに加えて、試験片１０に血液が付けられたことを、
この段階で被験者が操作部５６の押しボタンスイッチ５８（図１参照）を押すことにより
入力するようにしても良い。これにより、ＣＰＵ５３は、試験片１０に血液が付けられた
ことを確実に判断することができる。
【０１５３】
　ｖ）　この体液付着状態で、図７中のステップＳ５に示すように、ＣＰＵ５３は、セン
サ部１５の電気特性を求める。
【０１５４】
　具体的には、ＣＰＵ５３は、センサ部１５の電気特性として起電流Ｉ２を検出する。
【０１５５】
　vi）　次に、図７中のステップＳ７に示すように、ＣＰＵ５３は、体液付着状態でのセ
ンサ部１５の起電流Ｉ２と、抵抗部１４の電気抵抗Ｒｃが表す試験片１０の検量線（メモ
リ５４に記憶されている）とに基づいて、血液中の血糖値を算出する。
【０１５６】
　vii）　この後、図７中のステップＳ８に示すように、ＣＰＵ５３は、算出された血糖
値を表示部５５に表示させて、ユーザに報知する。例えば、「血糖値　１８０ｍｇ／ｄＬ
」のように表示させる。それとともに、ＣＰＵ５３は、その血糖値をメモリ５４に記憶さ
せる。メモリ５４に記憶された血糖値は、ユーザ（例えば、被験者）が操作部５６の押し
ボタンスイッチ５７，５９を押すことによって、表示部５５上に表示させることができる
。
【０１５７】
　このようにして、この生体成分測定装置１によれば、試験片１０（特に、センサ部１５
）の感度にバラツキがあったとしても、被験者の血液中の血糖値を正確に測定することで
きる。
【０１５８】
　（試験片の幾つかの変形例）
　図１５は、既述の試験片１０の抵抗部１４のレイアウトを変形した変形例の製造途中（
ポッティング直前）の状態を示している。
【０１５９】
　この変形例の試験片１０′では、抵抗部（符号１４′で表す。）における複数の細長パ
ターンの配列は、は、既述の試験片１０の抵抗部１４（図１２参照）に対して、各々の単
位格子の上記１列４１に並ぶ辺とは反対の側に接して、もう１つの単位格子を有する点が
異なっている。
【０１６０】
　すなわち、この試験片１０′の抵抗部１４′では、基板１１の長手方向に沿って１列に
並ぶ辺をなすように、複数（この例では８個）の細長パターン４４，４４，…が配列され
ている（この１列を符号４１で示す）。その１列４１の両側に、それぞれ対応する辺４４
，４４，…を含んで長手方向に沿って交互に１つずつ並ぶ単位格子Ｕ１－１，Ｕ２－１，
…，Ｕ８－１をなすように、各３個の細長パターンが配列されている。さらに、各々の単
位格子Ｕ１－１，Ｕ２－１，…，Ｕ８－１の上記１列４１とは反対の側に、もう１つの単
位格子Ｕ１－２，Ｕ２－２，…，Ｕ８－２をなすように、各３個の細長パターンが配列さ
れている。
【０１６１】
　この試験片１０′の抵抗部１４′では、既述の試験片１０の抵抗部１４におけるのと同
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様に、複数の細長パターンは実質的に正方格子Ｕ１－１，Ｕ１－２；Ｕ２－１，Ｕ２－２
；…；Ｕ８－１，Ｕ８－２の各辺をなすように配列されているので、細長パターンのレイ
アウトが容易に行われる。例えばスクリーン印刷法のために印刷用の版を作製するとき、
その設計が容易に行われる。
【０１６２】
　図１６に示すように、この抵抗部１４′における円形パターン７１，７１，…の形成は
、ポッティング法により、既述の試験片１０の抵抗部１４におけるのと同様に行われる。
【０１６３】
　抵抗部１４′の電気抵抗Ｒｃは、図１７（Ａ），（Ｂ），…，（Ｐ）に示すようにして
可変して設定される。
【０１６４】
　まず、図１７（Ａ）に示すように、抵抗部１４′全体としての比較的大きい抵抗値を得
るためには、１列４１に並ぶ辺上にある格子点Ｇを全て選択して円形パターン７１，７１
，…によって導通させる。例えば１列に並ぶ辺の数をｍ（この例では、ｍ＝８）とし、１
辺の細長パターン４４，４５，４６，４７の有効部分がもつ単位抵抗をＲａとすれば、抵
抗部１４′全体としての抵抗値は、８Ｒａとなる。
【０１６５】
　さらに、図１７（Ｂ）に示すように、１列４１に含まれた１つの辺４４の片側にある単
位格子（例えばＵ１－１とする。）を導通させれば、すなわち、その単位格子Ｕ１の上記
１つの辺４４から離れた２箇所のコーナ部でそれぞれ格子点Ｇを導通させれば、その単位
格子Ｕ１－１による寄与は、（３／４）Ｒａとなる。したがって、抵抗部１４′全体とし
ての抵抗値は（３／４）Ｒａ＋７Ｒａ≒７．７５Ｒａとなる。
【０１６６】
　次に、図１７（Ｃ）に示すように、さらに単位格子Ｕ１－２を導通させれば、単位格子
Ｕ１－１，Ｕ１－２による寄与は、（１１／１５）Ｒａとなる。したがって、抵抗部１４
′全体としての抵抗値は（１１／１５）Ｒａ＋７Ｒａ≒７．７３３Ｒａとなる。
【０１６７】
　次に、図１７（Ｄ）に示すように、さらに単位格子Ｕ２－１を導通させれば、単位格子
Ｕ２－１による寄与は、（３／４）Ｒａとなる。したがって、抵抗部１４′全体としての
抵抗値は（１１／１５）Ｒａ＋（３／４）Ｒａ＋６Ｒａ≒７．４８３Ｒａとなる。
【０１６８】
　次に、図１７（Ｅ）に示すように、さらに単位格子Ｕ２－２を導通させれば、単位格子
Ｕ２－１，Ｕ２－２による寄与は、（１１／１５）Ｒａとなる。したがって、抵抗部１４
′全体としての抵抗値は（１１／１５）Ｒａ＋（１１／１５）Ｒａ＋６Ｒａ≒７．４６７
Ｒａとなる。
【０１６９】
　このようにして、図１７（Ｆ），…，（Ｐ）に示すように、この抵抗部１４′において
導通させる単位格子の数を順次増加させてゆく。
【０１７０】
　この抵抗部１４′では、１列４１に並ぶ辺の数をｍとしたとき、（２ｍ＋１）個の値が
可変して段階的に設定され得る。つまり、１列の両側に単位格子が１つずつ並ぶ場合に比
して、抵抗部１４′の電気抵抗Ｒｃとして可変される数が増える。したがって、抵抗部１
４′の電気抵抗Ｒｃによって様々な属性情報を表すことができる。逆に、抵抗部１４′の
電気抵抗Ｒｃの可変されるべき数を定めて考えれば、先の例のように１列の両側に単位格
子が１つずつ並ぶ場合に比して、１列４１に並ぶ辺の数ｍを少なくすることができる。こ
のことは、基板１１上で抵抗部１４′が占める領域の寸法を、１列４１の方向（Ｘ方向）
に関して縮小できることを意味する。したがって、基板１１上での抵抗部１４をレイアウ
トする際の自由度が増す。
【０１７１】
　なお、複数の細長パターンがなす正方格子の配列は、抵抗部１４，１４′に示したもの
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に限られない。複数の細長パターンがなす正方格子の配列は、例えば、３行２列に並ぶ「
日」の字形でも良いし、３行３列に並ぶ「田」の字形でも良いし、また、４行４列以上に
並ぶ複数の辺を有する形でも良い。
【０１７２】
　図１９（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）は、試験片１０の抵抗部１４において２つ、３つ、４つ
の細長パターンの端部同士が接近した格子点近傍の、図１８（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）とは
異なる別の態様を示している。
【０１７３】
　この図１９（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）の例では、図１８（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）にそれぞ
れ対応したＬ状の格子点Ｇ、Ｔ字状の格子点Ｇ、十字状の格子点Ｇにおいて、細長パター
ンの接近した端部は、いずれもそれぞれの細長パターンの長手方向に対して垂直に切断さ
れた辺をなしている。
【０１７４】
　例えば図１９（Ａ）では、細長パターン４５′，４７′の端部は、それぞれ長手方向に
対して垂直に切断された辺をなしている。この結果、それらの細長パターン４５′，４７
′の端部同士の間に、最近接箇所において隙間ｄが設けられている。
【０１７５】
　図１９（Ｂ）では、細長パターン４４′，４７′の接近した２つの端部に加えて、配線
４３ｇ′の端部は、それぞれ長手方向に対して垂直に切断された辺をなしている。この結
果、それらの細長パターン４４′，４７′の端部同士の間、および細長パターン４７′の
端部と配線４３ｇ′の端部との間に、最近接箇所において隙間ｄが設けられている。
【０１７６】
　図１９（Ｃ）では、細長パターン４４′，４４′，４６′，４７′の端部は、それぞれ
長手方向に対して垂直に切断された辺をなしている。この結果、それらの細長パターン４
４′，４４′，４６′，４７′の端部同士の間に、最近接箇所において隙間ｄが設けられ
ている。
【０１７７】
　この図１９（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）の例では、細長パターン４４′，４５′，４６′，
４７′のレイアウトが容易に行われる。例えばスクリーン印刷法のために印刷用の版を作
製するとき、その設計が容易に行われる。
【０１７８】
　また、上の例では、抵抗部１４の細長パターン４４，４５，４６，４７の有効部分を覆
うように、絶縁層としてのレジスト層４８を設けたが、これに限られるものではない。例
えば図２１に示すように、絶縁層としてのレジスト層４８を省略しても良い。その場合、
細長パターンの有効部分（この図２１の例では細長パターン４４の有効部分４４ｃを示す
。）の長さＬ′は、実質的に、細長パターンの両端に設けられる円形パターン７１，７１
の端部７１ｅ，７１ｅ同士の距離で定まる。このようにした場合、試験片１０の製造コス
トをさらに安価に抑えることができる。
【０１７９】
　また、上の例では、抵抗部１４の円形パターン７１をポッティング法によって形成した
が、これに限られるものではない。例えば、抵抗部１４の円形パターン７１を、格子点Ｇ
に円形の導電シートを接着することによって形成しても良い。この円形の導電シートを接
着する仕方は、特に絶縁層としてのレジスト層４８を省略した場合に、円形パターン７１
の形状のバラツキを容易に避けることができ、有益である。
【０１８０】
　また、上の例では、基板１１上で、第１対の電極端子１２ｆ，１３ｆと第２対の電極端
子４２ｆ，４３ｆとは互いに別個に設けられたが、これに限られるものではない。例えば
図３（Ｂ）に示すように、第１対の電極端子の一方１２ｆと第２対の電極端子の一方４２
ｆとを共通に構成しても良い。この図３（Ｂ）の例では、結果として、電極端子４２ｆが
省略され、抵抗部１４につながる配線（符号４２′で表す）は作用極１２の途中に接続さ
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れている。この配線４２′は、例えば図９において、配線部分４２ｅを－Ｙ方向へ延ばし
て作用極１２に直結したものに相当する。このようにした場合、試験片１０では、基板１
１の端部１１ｆの側に、作用極１２、対極１３の電極端子１２ｆ，１３ｆと、配線の電極
端子４３ｆとを配置すれば足りる。したがって、配線４２の大部分（－Ｘ側の部分４２ｅ
，４２ｇを除く）を省略できるとともに、試験片１０の電極端子数を３つに減らすことが
できる。また、配線４３は、屈曲した部分４３ｇ，４３ｈを省略して、ストレートに構成
されうる。したがって、試験片１０をより小型かつ安価に構成することができる。
【０１８１】
　また、試験片１０の電極端子数を３つに減らすことができる結果、本体５０側でも、コ
ネクタ部６１の接点数を３つに減らすことができる。したがって、試験片１０の電極端子
１２ｆ，１３ｆおよびコネクタ部６１の接点６２，６３の配列の寸法精度を緩和できる。
また、本体５０側では、接点６２と電源Ｖｉｎを直結して、スイッチＳＷ１（図５参照）
を省略することができる。これらの結果、試験片１０とともに、本体５０を小型かつ安価
に構成することができる。
【０１８２】
　上の例では、体液中の特定成分として例えば血液中の血糖（グルコース）を測定する場
合に着目して説明したが、これに限られるものではない。センサ部１５の試薬層を公知材
料から適切に選択することによって、血液中のコレステロール、乳酸の濃度を測定するこ
ともできる。
【０１８３】
　また、メモリ５４に記憶されている生体成分測定プログラムを、メモリその他の非一時
的なコンピュータ読み取り可能な記録媒体（メモリ、ハードデイスクドライブ、光ディス
クなど）にエンコードしておき、汎用コンピュータに上述の測定方法を実行させても良い
。
【０１８４】
　また、上の例では、生体成分測定装置１をスタンドアローンの装置として構成したが、
これに限られるものではない。本体５０は、通信部を有していても良い。この通信部は、
ＣＰＵ５３による測定結果（血液中の血糖値など）を表す情報を、ネットワークを介して
外部の装置に送信したり、外部の装置からの情報を、ネットワークを介して受信して制御
部に受け渡したりする。これにより、例えば被験者がネットワークを介して医師のアドバ
イス等を受けることが可能になる。このネットワークを介した通信は、無線、有線のいず
れでも良い。
【０１８５】
　以上の実施形態は例示であり、この発明の範囲から離れることなく様々な変形が可能で
ある。
【符号の説明】
【０１８６】
　　１　生体成分測定装置
　　１０，１０′　試験片
　　１１　基板
　　１２　作用極
　　１３　対極
　　１２ｆ，１３ｆ　第１対の電極端子
　　１４，１４′　抵抗部
　　４２，４３，４２′　配線
　　４２ｆ，４３ｆ　第２対の電極端子
　　４４，４５，４６，４７　細長パターン
　　５０　本体
　　５５　表示部
　　６１　コネクタ部
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　　６２，６３，６４，６５　接点
　　７１　円形パターン
　　Ｇ　格子点
　　Ｕ１，Ｕ２，…，Ｕ１６；Ｕ１－１，Ｕ１－２；Ｕ２－１，Ｕ２－２；…；Ｕ８－１
，Ｕ８－２　単位格子

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１９】
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【図２０】
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